
 

三次市放課後児童支援員等処遇改善臨時特例補助金交付要綱の一部を

改正する告示（案）新旧対照表 

改   正   案 現       行 

（補助対象期間） （補助対象期間） 

第５条 補助対象期間は，令和４年

１０月１日から令和６年３月３１

日までとする。 

第５条 補助対象期間は，令和４年

２月１日から同年９月３０日   

 までとする。 

（実績報告書の提出） （実績報告書の提出） 

第８条 申請者は，事業の属する年

度の３月末日までに，三次市放課

後児童支援員等処遇改善臨時特例

補助金実績報告書（様式第３号）

を市長に提出しなければならな

い。 

第８条 申請者は，令和４年１０月

末日    までに，三次市放課

後児童支援員等処遇改善臨時特例

補助金実績報告書（様式第３号）

を市長に提出しなければならな

い。 

２ 略 ２ 略 

附 則 附 則 

（施行期日） （施行期日） 

１ 略 １ 略 

（この告示の失効） （この告示の失効） 

２ この告示は，令和６年３月３１

日限り，その効力を失う。 

２ この告示は，令和５年３月３１

日限り，その効力を失う。 

（告示失効後の経過措置） （告示失効後の経過措置） 

３ 略 

別表 別紙のとおり 

３ 略 

別表 別紙のとおり 

 


